
令和６年第１１回教育委員会定例会議事日程 

 

 

１ 日 時 

令和６年１０月２９日（火） 午前９時３０分から 

 

２ 場 所 

島本町役場 ３階 委員会室 

 

３ 議 事  

第１  会議録確認委員の決定 

第２  第１５号報告  令和６年度小学生すくすくウォッチ（５・６年生）の結 

           果について 

第３  第３８号議案  島本町教育委員会事務局組織に関する規則の一部改正に 

ついて 

第４  第３９号議案  島本町子ども・子育て会議規則の一部改正について 



 



第 ３ ８ 号 議 案  

 

島 本 町 教 育 委 員 会 事 務 局 組 織 に 関 す る 規 則 の 一 部 改  

正 に つ い て  

 

 教 育 長 に 対 す る 事 務 委 任 規 則 （ 昭 和 ３ ４ 年 島 本 町 教 育 委 員 会 規

則 第 １ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 議 決 を 求 め ま

す 。  

 

令 和  ６  年 １ ０ 月 ２ ９ 日 提 出  

 

島 本 町 教 育 委 員 会  

教 育 長   横  山    寛  
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島本町教 育委員 会規則第   号  

 

島本町教 育委員 会事務局 組織に 関する規 則 の一 部を改正 す

る規則  

 

 島本町 教育委 員会事務 局組織 に関する 規則 （ 平成９年 島本町 教

育委員会 規則第 １号）の 一部を 次のよう に改正 する。  

 第２条 第２項 第３号を 次のよ うに改め る 。  

 ⑶  保 育幼稚 園課  

第 ８ 条 子 育 て 支 援 課 の 項 中 「 子 育 て 支 援 課 」 を 「 保 育 幼 稚 園

課」に改 め、 同 項第１号 を次の ように改 める。  

⑴  子 ど も ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 に

関するこ と。  

第 ８ 条 子 育 て 支 援 課 の 項 中 第 ７ 号 か ら 第 ９ 号 ま で を 削 り 、 第

１０号を 第７号 とし、第 １１号 を 第８号 とし、 第１２号 を第９ 号

とする。  

   附  則  

 （施行 期日）  

１  この 規則は 、令和７ 年１月 １日から 施行す る。  

（ 島本町 教育委 員会の職 員で特 別の勤務 に従事 するもの の勤 務

時間等の 特例に 関する規 則 の一 部改正 ）  

２  島本 町教育 委員会の 職員で 特別の勤 務に従 事するも のの勤 務

時 間 等 の 特 例 に 関 す る 規 則 （ 平 成 ９ 年 島 本 町 教 育 委 員 会 規 則
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第３号） の一部 を次のよ うに改 正する。  

 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で を 削 り 、 同 項 第 ５ 号 中

「（ 前 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。）」 を 削 り 、 同 号 を 同 項 第 １ 号 と

し、同項 中第６ 号 を第２ 号とし 、第７号 を削り 、第８号 を第 ３

号とし、 第９号 を第４号 とし、 第１０号 及び第 １１号を 削 り 、

同 項第１ ２号中 「 子育て 支援課 」を「保 育幼稚 園課」に 改め 、

同号を同 項第 ５ 号とする 。  

 別 表 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で を 削 り 、 同 表 第 ５ 号 中 「（ 前 号 に

掲げる職 員を除 く。）」を 削り、 同号を同 表第１ 号とし、 同表 第

６号中「 午前８ 時 」を「 午前７ 時４５分 」に改 め、 同号 を同 表

第２号と し、 同 表中第７ 号を削 り、第８ 号を第 ３号とし 、第 ９

号を第４ 号とし 、第１０ 号及び 第１１号 を削り 、 同表第 １２ 号

中 「子育 て支援 課」を「 保育幼 稚園課」 に改め 、 同号を 同表 第

５号とす る。  
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第３８号議案資料 

 

島本町教育委員会事務局組織に関する規則の一部改正について 

 

１ 提案理由 

市町村こども家庭センター（（仮称）こどもすこやかセンター）設置に伴

い、所要の改正を行うもの。  

 

２  議案の概要 

市町村こども家庭センター（（仮称）こどもすこやかセンター）設置に伴

う組織改編により、各課における分掌事務等、所要の改正を行う。 

  

３  新旧対照表 

 

４ 施行期日 

  令和７年１月１日 
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 第
３
８
号
議
案
参
考
資
料

 

島
本
町
教

育
委
員
会
事
務

局
組
織

に
関
す

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

新
旧
対
照

表
 

 ○
島
本
町
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
に
関
す
る
規
則
（
本
則
関
係
）

 
改
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
案

 
現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行

 

（
組
織
）

 
第
２
条
 
事
務
局
に
教
育
こ
ど
も
部
を
置
く
。

 
２
 
前
項
の
部
に
次
の
課
を
置
く
。

 
⑴
 
略

 
⑵
 
略

 
⑶
 
保
育
幼
稚
園
課

 
⑷
 
略

 
（
分
掌
事
務
）

 
第
８
条
 
課
の
事
務
分
掌
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
教
育
総
務
課

 
 
 
略

 
教
育
推
進
課

 
 
 
略

 
保
育
幼
稚
園
課

 
⑴
 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
⑵
 
保
育
所
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑶
 
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑷
 
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑸
 
認
可
外
保
育
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑹
 
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
そ
の
他
地
域
の
子
育
て
支
援
に
関
す
る
こ
と

（
他
の
部
及
び
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）。

 
  

（
組
織
）

 
第
２
条
 
事
務
局
に
教
育
こ
ど
も
部
を
置
く
。

 
２
 
前
項
の
部
に
次
の
課
を
置
く
。

 
⑴
 
略

 
⑵
 
略

 
⑶
 
子
育
て
支
援
課

 
⑷
 
略

 
（
分
掌
事
務
）

 
第
８
条
 
課
の
事
務
分
掌
は
、
お
お
む
ね
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
教
育
総
務
課

 
 
 
略

 
教
育
推
進
課

 
 
 
略

 
子
育
て
支
援
課

 
⑴

 
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

に
関

す
る

施
策

の
企

画
及

び
総

合
調

整
に

関
す

る
こ

と
。

 
⑵
 
保
育
所
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑶
 
認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑷
 
家
庭
的
保
育
事
業
等
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑸
 
認
可
外
保
育
施
設
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑹
 
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
そ
の
他
地
域
の
子
育
て
支
援
に
関
す
る
こ
と

（
他
の
部
及
び
課
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）。

 
⑺
 
家
庭
児
童
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑻
 
児
童
虐
待
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

 

6



 

 
 

改
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
案

 
現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行

 

 ⑺
 
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
（
教
育
指
導
を
除
く
。
）。

 
⑻
 
所
管
に
係
る
関
係
団
体
等
と
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑼
 
所
管
事
務
に
係
る
調
査
、
研
究
、
統
計
及
び
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

 

⑼
 
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑽
 
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
（
教
育
指
導
を
除
く
。
）。

 
⑾
 
所
管
に
係
る
関
係
団
体
等
と
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

 
⑿
 
所
管
事
務
に
係
る
調
査
、
研
究
、
統
計
及
び
広
報
に
関
す
る
こ
と
。
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○
島
本
町
教
育
委
員
会
の
職
員
で
特
別
の
勤
務
に
従
事
す
る
も
の
の
勤
務
時
間
等
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
附
則
第
２
項
関
係
）

 
改
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
案

 
現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行

 

（
勤
務
時
間
等
）

 
第
２
条
 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
週
休
日
等
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

 
    

⑴
 
町
立
保
育
所
に
勤
務
す
る
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）

 
⑵
 
町
立
幼
稚
園
に
勤
務
す
る
職
員

 
 ⑶

 
町

立
人

権
文

化
セ

ン
タ

ー
に

勤
務

す
る

職
員

の
う

ち
生

涯
学

習
に

従
事

す
る

職

あ
員

 
⑷
 
町
立
図
書
館
に
勤
務
す
る
職
員

 
  

⑸
 
教
育
総
務
課
、
保
育
幼
稚
園
課
及
び
生
涯
学
習
課
に
勤
務
す
る
職
員
（
前
各
号
に

掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）

 
別
表

 
号

 
職
員
の
区
分

 
勤
務
時
間

 
休
憩
時
間

 
週
休
日

 
          

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
勤
務
時
間
等
）

 
第
２
条
 
次
に
掲
げ
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
週
休
日
等
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

 
⑴
 
町
立
小
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
給
食
調
理
に
従
事
す
る
職
員

 
⑵
 
町
立
小
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
児
童
の
介
護
に
従
事
す
る
職
員

 
⑶
 
町
立
中
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
生
徒
の
介
護
に
従
事
す
る
職
員

 
⑷
 
町
立
保
育
所
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
給
食
調
理
に
従
事
す
る
職
員

 
⑸
 
町
立
保
育
所
に
勤
務
す
る
職
員
（
前
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）

 
⑹
 
町
立
幼
稚
園
に
勤
務
す
る
職
員

 
⑺
 
町
立
学
童
保
育
室
に
勤
務
す
る
職
員

 
⑻

 
町

立
人

権
文

化
セ

ン
タ

ー
に

勤
務

す
る

職
員

の
う

ち
生

涯
学

習
に

従
事

す
る
職
 
 

あ
あ

員
 

⑼
 
町
立
図
書
館
に
勤
務
す
る
職
員

 
⑽
 
町
立
歴
史
文
化
資
料
館
に
勤
務
す
る
職
員

 
⑾
 
町
立
体
育
館
に
勤
務
す
る
職
員

 
⑿
 
教
育
総
務
課
、
子
育
て
支
援
課
及
び
生
涯
学
習
課
に
勤
務
す
る
職
員
（
前
各
号
に

掲
げ
る
職
員
を
除
く
。）

 
別
表

 
号

 
職
員
の
区
分

 
勤
務
時
間

 
休
憩
時
間

 
週
休
日

 
１

 
町

立
小

学
校

に

勤
務

す
る

職
員

の
う

ち
給

食
調

理
に

従
事

す
る

職
員

 

午
前

７
時

３
０

分
か

ら
午

前
８

時
１

５
分

ま
で

の
間

に
交

代
で

時
差

出
勤

し
、

午
後

４
時

か
ら

午
後

４
時

４
５

分
ま

で
の

間
に

交
代

で
時

差
退

勤
 

４
５

分
の

範

囲
内

で
校

長

が
定

め
る

時

刻
か

ら
時

刻

ま
で

 

日
曜

日
及

び

土
曜
日

 

２
 

町
立

小
学

校
に

午
前

８
時

か
ら

４
５

分
の

範
日

曜
日

及
び
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改
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
案

 
現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行

 

             

 
 

 
 

      

 
 

 
 

１
 

町
立

保
育

所
に

勤
務

す
る

職
員

（
前

号
に

掲
げ

る
職

員
を

除

く
。
）

 

略
 

略
 

略
 

２
 

略
 

午
前

７
時

４
５

分
か

ら
午

前
９

時
３

０
分

ま
で

の
間

に
時

差
出

勤
し

、
午

後
４

時
３

０
分

か
ら

午
後

６
時

ま
で

略
 

略
 

勤
務

す
る

職
員

の
う

ち
児

童
の

介
護

に
従

事
す

る
職
員

 

午
後

４
時

３
０

分
ま
で

 
囲

内
で

校
長

が
定

め
る

時

刻
か

ら
時

刻

ま
で

 

土
曜
日

 

３
 

町
立

中
学

校
に

勤
務

す
る

職
員

の
う

ち
生

徒
の

介
護

に
従

事
す

る
職
員

 

午
前

７
時

４
５

分
か

ら
午

前
８

時
３

０
分

ま
で

の
間

に
時

差
出

勤
し

、
午

後
４

時
１

５
分

か
ら

午
後

５
時

ま
で

の
間

に
時

差
退

勤
 

４
５

分
の

範

囲
内

で
校

長

が
定

め
る

時

刻
か

ら
時

刻

ま
で

 

日
曜

日
及

び

土
曜
日

 

４
 

町
立

保
育

所
に

勤
務

す
る

職
員

の
う

ち
給

食
調

理
に

従
事

す
る

職
員

 

午
前

８
時

３
０

分
か

ら
午

後
５

時
ま
で

 

４
５

分
の

範

囲
内

で
所

長

が
定

め
る

時

刻
か

ら
時

刻

ま
で

 

日
曜

日
及

び

５
２

週
間

ご

と
の

期
間

内

で
職

員
ご

と

に
指

定
す

る

日
 

５
 

町
立

保
育

所
に

勤
務

す
る

職
員

（
前

号
に

掲
げ

る
職

員
を

除

く
。
）

 

略
 

略
 

略
 

６
 

略
 

午
前

８
時

か
ら

あ
あ

あ
午

前
９

時
３

０
分

ま
で

の
間

に
時

差
出

勤
し

、
午

後
４

時
３

０
分

か
ら

午
後

６
時

ま
で

略
 

略
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改
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
案

 
現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行

 

の
間

に
時

差
退

勤
 

        

 
 

 
 

３
 

略
 

略
 

略
 

略
 

４
 

略
 

略
 

略
 

略
 

      

 
 

 
 

     

 
 

 
 

５
 

 
教

育
総

務
課

、

保
育

幼
稚

園
課

及
び

生
涯

学
習

課
に

勤
務

す
る

職
員

（
前

各
号

に
掲

げ
る

職
員

を
除
く
。
）

 

略
 

略
 

略
 

 

の
間

に
時

差
退

勤
 

７
 

町
立

学
童

保
育

室
に

勤
務

す
る

職
員

 

午
前

８
時

３
０

分
か

ら
午

前
９

時
３

０
分

ま
で

の
間

に
時

差
出

勤
し

、
午

後
５

時
か

ら
午

後
６

時
ま

で
の

間
に

時
差
退
勤

 

４
５

分
の

範

囲
内

で
室

長

が
定

め
る

時

刻
か

ら
時

刻

ま
で

 

日
曜

日
及

び

５
２

週
間

ご

と
の

期
間

内

で
職

員
ご

と

に
指

定
す

る

日
 

８
 

略
 

略
 

略
 

略
 

９
 

略
 

略
 

略
 

略
 

１
０

 
町

立
歴

史
文

化

資
料

館
に

勤
務

す
る
職
員

 

午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

３
０

分
ま
で

 

４
５

分
の

範

囲
内

で
館

長

が
定

め
る

時

刻
か

ら
時

刻

ま
で

 

月
曜

日
及

び

５
２

週
間

ご

と
の

期
間

内

で
職

員
ご

と

に
指

定
す

る

日
 

１
１

 
町

立
体

育
館

に

勤
務
す
る
職
員

 
午

前
９

時
か

ら

午
後

５
時

３
０

分
ま
で

 

４
５

分
の

範

囲
内

で
館

長

が
定

め
る

時

刻
か

ら
時

刻

ま
で

 

５
２

週
間

ご

と
の

期
間

内

で
職

員
ご

と

に
指

定
す

る

日
 

１
２

 
教

育
総

務
課

、

子
育

て
支

援
課

及
び

生
涯

学
習

課
に

勤
務

す
る

職
員

（
前

各
号

に
掲

げ
る

職
員

を
除
く
。
）

 

略
 

略
 

略
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第 ３ ９ 号 議 案  

 

島 本 町 子 ど も ・ 子 育 て 会 議 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 教 育 長 に 対 す る 事 務 委 任 規 則 （ 昭 和 ３ ４ 年 島 本 町 教 育 委 員 会 規

則 第 １ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 の 規 定 に 基 づ き 、 議 決 を 求 め ま

す 。  

 

令 和  ６  年 １ ０ 月 ２ ９ 日 提 出  

 

島 本 町 教 育 委 員 会  

教 育 長   横  山    寛  
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島本町規 則  

第   号  

島本町教 育委員 会規則  

 

島本町子 ども・ 子育て会 議 規則 の一部を 改正す る 規則  

 

島本町子 ども・ 子育て会 議規則 （平成２ ６年  

島本町 規 則  

島本町教 育委  

 

第１ 号） の一部 を 次のよ うに 改 正する 。  

員会規則  

 第 ８ 条 中 「 教 育 委 員 会 事 務 局 教 育 こ ど も 部 子 育 て 支 援 課 」 を

「教育委 員会 事 務局 教育 こども 部 保育幼 稚園課 」に改め る。  

   附  則  

この規則 は、令 和７年１ 月１日 から施行 する。  
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第３９号議案資料 

 

島本町子ども・子育て会議規則の一部を改正する規則 

 

１ 提案理由 

市町村こども家庭センター（（仮称）こどもすこやかセンター）設置によ

る組織改編に伴い、所要の改正を行うもの。  

 

２  議案の概要 

子ども・子育て会議の庶務を司る担当課を保育幼稚園課に改めるもの（第

８条関係）。 

  

３  新旧対照表 

 

４ 施行期日 

  令和７年１月１日 
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第
３
９
号
議
案
 
参
考
資
料

 

島
本
町
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
表

 

改
 
 
 
 
 
正
 
 
 
 
 
案
 

現
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
行

 

（
庶
務
）
 

第
８
条
 
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
庶
務
は
、
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
こ
ど
も
部
保
育

幼
稚
園
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
 

（
庶
務
）

 

第
８
条
 
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
庶
務
は
、
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
こ
ど
も
部
子
育

て
支
援
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。
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第１５号 報告  

 

令和６ 年 度小学 生すくす くウォ ッチ（５ ・６年 生）  

の結果に ついて  

 

 標記の ことに ついて、 別紙の とおり報 告いた します。  

 

令和  ６  年１０ 月２９日 提出  

 

島本町教 育委員 会  

教育長   横  山    寛  
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（令
和
６
年
８
月
２
３
日
作
成
）

教
育
推
進
課

実
施
日
：
令
和
６
年
４
月
１
７
日
（
水
）
～
４
月
２
５
日
（
木
）
※
期
間
内
で
学
校
が
実
施
日
を
決
定

対
象
・
内
容
：
第
５
学
年
〈
国
語
・
算
数
・
理
科
・
わ
く
わ
く
問
題
（
教
科
横
断
型
問
題
）
、
ア
ン
ケ
ー
ト
〉

第
５
学
年
実
施
校
数
：
４
校
（
府
内
９
５
４
校
）

第
６
学
年
実
施
校
数
：４
校
（府
内
９
５
３
校
）

第
６
学
年
〈
理
科
・
わ
く
わ
く
問
題
（教
科
横
断
型
問
題
）、
ア
ン
ケ
ー
ト
〉

第
５
学
年
実
施
児
童
数
：３
３
０
人
（府
内
６
３
，
６
２
９
人
）

第
６
学
年
実
施
児
童
数
：３
０
３
人
（府
内
６
４
，
５
７
８
人
）

１
．
平
均
正
答
率

国
語
（
５
年
生
）

わ
く
わ
く
問
題
（５
・６
年
生
）

島
本
町

大
阪
府

島
本
町

大
阪
府

8
1.

2
7
3.

4
69

.3
63

.3
⑴
言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項

8
3.

5
7
5.

0
Ａ
　
図
や
表
、
グ
ラ
フ
、
短
い
文
章
、
会
話
文
等
の
内
容
を
関
連
付
け
て
、
正
し
く
と
ら
え
る
。

73
.5

65
.6

⑵
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項

7
8.

2
7
0.

7
Ｂ
　
図
や
表
、
グ
ラ
フ
、
短
い
文
章
、
会
話
文
等
の
内
容
を
関
連
付
け
て
、
そ
れ
を
も
と
に
論
理
的
に
考
え
る
。

62
.2

56
.5

⑶
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項

4
9.

1
5
1.

3
Ｃ
　
図
や
表
、
グ
ラ
フ
、
短
い
文
章
、
会
話
文
等
の
内
容
を
関
連
付
け
て
、
そ
れ
を
も
と
に
新
た
な
課
題
を
考
え
る
。

76
.2

68
.8

-
-

Ｄ
　
図
や
表
、
グ
ラ
フ
、
短
い
文
章
、
会
話
文
等
の
内
容
を
関
連
付
け
て
、
そ
れ
を
も
と
に
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
、
伝
え
る
。

80
.7

74
.3

7
6.

7
6
4.

9
Ｅ
　
興
味
・関
心
の
あ
る
事
が
ら
に
つ
い
て
、
意
欲
的
に
工
夫
し
て
相
手
に
伝
え
る
。

89
.7

85
.3

-
-

文
章
か
ら
読
み
取
る

72
.5

66
.5

8
1.

2
7
3.

4
会
話
か
ら
読
み
取
る

62
.9

56
.8

7
6.

7
6
4.

9
図
や
表
か
ら
読
み
取
る

66
.0

60
.2

-
-

資
料
の
情
報
を
整
理
し
て
伝
え
る

67
.3

61
.7

良
好

課
題

自
身
で
考
え
た
こ
と
を
伝
え
る

80
.7

74
.3

〇
主
語
と
述
語
の
関
係
に
注
意
し
て
、
述
語
を
正
し
く
書
く
。

●
文
の
意
味
を
捉
え
、
漢
字
を
正
し
く
書
く
。

理
由
や
根
拠
を
明
確
に
し
て
伝
え
る

76
.2

68
.8

〇
文
中
の
助
詞
を
正
し
く
使
う
。

●
故
事
成
語
の
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
。

良
好

課
題

〇
物
事
の
整
理
の
仕
方
や
、
複
数
の
資
料
を
読
み
取
り
、
論
理
的
に
思
考
す
る
。

●
文
章
、
及
び
図
表
か
ら
必
要
な
情
報
を
読
み
取
り
、
正
し
い
も
の
を
選
択
す
る
。

算
数
（
５
年
生
）

〇
日
常
的
な
場
面
の
中
で
、
算
数
的
な
能
力
を
使
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
。

●
会
話
や
図
表
の
読
み
取
り
を
通
じ
、
関
連
付
け
て
論
理
的
に
考
え
る
。

島
本
町

大
阪
府

4
3.

6
3
6.

7
4
5.

4
3
8.

4
3
7.

6
3
0.

4
4
5.

4
3
8.

4
5
0.

6
4
4.

6
5
2.

1
4
2.

5
3
7.

2
3
2.

2
-

-
良
好

課
題

〇
二
つ
の
数
量
に
つ
い
て
、
関
係
を
□
・△
で
表
す
。

●
二
つ
の
数
量
の
関
係
か
ら
、
別
の
数
量
の
関
係
を
説
明
す
る
。

〇
直
線
の
垂
直
に
つ
い
て
理
解
し
、
道
の
り
に
つ
い
て
考
え
る
。

●
図
形
を
構
成
す
る
要
素
に
着
目
し
、
面
積
の
求
め
方
を
説
明
す
る
。

理
科
（
５
年
生
）

島
本
町

大
阪
府

6
5.

6
6
1.

9
6
3.

5
6
0.

4
7
6.

3
7
4.

9
9
3.

6
8
6.

4
5
3.

3
4
8.

4
7
0.

8
6
7.

3
5
6.

5
5
2.

5
-

-
良
好

課
題

〇
昆
虫
の
育
ち
方
の
順
序
、
名
称
を
理
解
す
る
。

●
磁
石
に
引
き
付
け
ら
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
分
類
す
る
。

〇
水
の
蒸
発
に
つ
い
て
、
実
際
の
現
象
に
あ
て
は
め
て
述
べ
る
。

●
水
を
熱
し
て
沸
き
立
つ
状
態
と
な
る
こ
と
の
名
称
を
理
解
す
る
。

理
科
（
６
年
生
）

島
本
町

大
阪
府

6
5.

9
6
3.

7
6
3.

7
6
3.

4
8
2.

2
7
5.

9
8
4.

2
8
2.

0
4
6.

4
4
0.

3
7
2.

4
6
9.

9
5
4.

7
5
2.

7
-

-
良
好

課
題

〇
水
の
蒸
発
に
つ
い
て
、
実
際
の
現
象
に
あ
て
は
め
て
述
べ
る
。

●
振
り
子
の
周
期
の
特
性
に
つ
い
て
理
解
し
、
実
験
条
件
を
設
定
で
き
る
。

〇
水
を
熱
し
て
沸
き
立
つ
状
態
と
な
る
こ
と
の
名
称
を
理
解
す
る
。

●
昆
虫
の
育
ち
方
の
順
序
、
名
称
を
理
解
す
る
。

分
類

平
均
正
答
率
（％
）

観
点

問
題
を
と
ら
え
る

区
分

全
体

伝
え
る

学
習
指
導

要
領
の
領

域
等

評
価
の
観

点

平
均
正
答
率
（％
）

思
考
力
・
判
断
力
・表
現
力
等

話
す
こ
と
・聞
く
こ
と

書
く
こ
と

読
む
こ
と

平
均
正
答
率
（％
）

分
類

区
分

全
体

知
識
・技
能

思
考
・判
断
・
表
現

主
体
的
に
学
習
に
取
組
む
態
度

知
識
及
び
技
能

数
と
計
算

図
形

分
類

区
分

評
価
の
観

点

知
識
・技
能

思
考
・判
断
・
表
現

「生
命
」を
柱
と
す
る
領
域

「地
球
」を
柱
と
す
る
領
域

「生
命
」を
柱
と
す
る
領
域

「地
球
」を
柱
と
す
る
領
域

学
習
指
導

要
領
の
領

域
等

分
類

区
分

評
価
の
観

点

知
識
・技
能

思
考
・判
断
・
表
現

主
体
的
に
学
習
に
取
組
む
態
度

全
体

「粒
子
」を
柱
と
す
る
領
域

評
価
の
観

点

知
識
・技
能

思
考
・判
断
・
表
現

主
体
的
に
学
習
に
取
組
む
態
度

測
定
／
変
化
と
関
係

デ
ー
タ
の
活
用

学
習
指
導

要
領
の
領

域
等

「エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
柱
と
す
る
領
域

「粒
子
」を
柱
と
す
る
領
域

令
和
６
年
度
小
学
生
す
く
す
く
ウ
ォ
ッ
チ
　
結
果
概
要

主
体
的
に
学
習
に
取
組
む
態
度

分
類

区
分

平
均
正
答
率
（％
）

全
体

平
均
正
答
率
（％
）

全
体

学
習
指
導

要
領
の
領

域
等

「エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
柱
と
す
る
領
域

＜
結
果
概
要
＞

国
語
：大
阪
府
平
均
と
比
較
し
、
7
.8
ポ
イ
ン
ト
正
答
率
が
高
い
結
果
と
な
っ
た
。
文
法
事
項
に
係
る
問
題
で
高
い
正
答
率
で
あ
っ
た
一
方
、
漢
字
の
書
き
取
り
や
故
事
成
語
の
理
解

に
課
題
が
見
ら
れ
た
。

算
数
：
大
阪
府
平
均
と
比
較
し
、
6
.9
ポ
イ
ン
ト
正
答
率
が
高
い
結
果
と
な
っ
た
。
「知
識
・技
能
」の
問
題
形
式
が
高
い
正
答
率
で
あ
っ
た
一
方
、
「
思
考
・判
断
・表
現
」の
問
題
形
式

に
対
し
て
課
題
が
見
ら
れ
た
。

理
科
（５
年
生
）：
大
阪
府
平
均
と
比
較
し
、
3.
7
ポ
イ
ン
ト
正
答
率
が
高
い
結
果
と
な
っ
た
。
「生
命
」を
柱
と
す
る
領
域
で
高
い
正
答
率
で
あ
っ
た
一
方
、
「粒
子
」を
柱
と
す
る
領
域
に

課
題
が
見
ら
れ
た
。

理
科
（６
年
生
）：
大
阪
府
平
均
と
比
較
し
、
2.
2
ポ
イ
ン
ト
正
答
率
が
高
い
結
果
と
な
っ
た
。
「粒
子
」を
柱
と
す
る
領
域
が
高
い
正
答
率
で
あ
っ
た
一
方
、
「エ
ネ
ル
ギ
ー
」を
柱
と
す
る

領
域
に
課
題
が
見
ら
れ
た
。

わ
く
わ
く
問
題
：
大
阪
府
平
均
と
比
較
し
、
6.
0
ポ
イ
ン
ト
正
答
率
が
高
い
結
果
と
な
っ
た
。
「興
味
・関
心
の
あ
る
事
が
ら
に
つ
い
て
、
意
欲
的
に
工
夫
し
て
相
手
に
伝
え
る
」分
野
に
お

い
て
課
題
が
見
ら
れ
た
。
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２
．
ア
ン
ケ
ー
ト
（
抜
粋
）

（５
）
難
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
あ
き
ら
め
な
い

（２
６
）予
期
し
な
い
出
来
事
が
起
き
た
と
き
、
原
因
が
わ
か
る
ま
で
調
べ
る

（１
３
）自
分
と
違
う
考
え
方
の
人
と
話
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
人
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
わ
か
ろ
う
と
す
る

（４
７
）自
分
の
考
え
を
積
極
的
に
発
言
し
て
い
る

（２
０
）つ
ら
い
気
持
ち
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
は
、
態
度
や
表
情
に
出
す

（５
９
）課
題
や
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
途
中
で
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
と
き
は
、
や
り
方
を
変
え
て
い
る

※
令
和
４
年
度
ま
で
は
『自
ら
課
題
を
見
つ
け
て
、
家
で
勉
強
し
て
い
る
。
』

（６
）
あ
な
た
の
学
級
は
、
違
っ
た
考
え
や
意
見
を
受
け
入
れ
る
雰
囲
気
が
あ
る
。

（２
５
）は
っ
き
り
し
た
明
快
な
答
え
が
で
る
ま
で
ず
っ
と
考
え
る

＜
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
＞

令
和
５
年
度
に
作
成
し
た
「み
づ
ま
ろ
キ
ッ
ズ
プ
ラ
ン
」の
指
導
書
記
載
の
と
お
り
、
本
年
度
か
ら
「み
づ
ま
ろ
キ
ッ
ズ
プ
ラ
ン
」
の
成
果
指
標
の
一
つ
と
し
て
本
ア

ン
ケ
ー
ト
を
活
用
し
、
当
該
プ
ラ
ン
で
身
に
付
け
さ
せ
た
い
力
で
あ
る
「自
己
表
現
力
」「
課
題
探
究
力
」「
社
会
参
画
力
」
が
身
に
つ
い
た
か
を
検
証
し
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

〇
（２
５
）（
２
６
）の
課
題
探
究
に
向
か
う
姿
勢
に
つ
い
て
や
、
（４
７
）の
積
極
的
な
自
己
表
現
に
つ
い
て
、
（５
９
）
の
課
題
に
対
す
る
試
行
錯
誤
の
姿
勢
を
問
う

設
問
に
つ
い
て
、
強
肯
定
の
対
府
比
が
そ
れ
ぞ
れ
（２
５
）が

3.
2ポ
イ
ン
ト
、
（２
６
）が

3.
6ポ
イ
ン
ト
、
（４
７
）が

6
.0
ポ
イ
ン
ト
、
（５
９
）が

3
.5
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ
て
い

る
。
各
小
学
校
に
お
い
て
、
児
童
主
体
の
課
題
探
究
や
対
話
を
重
視
し
た
授
業
改
善
が
な
さ
れ
て
き
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
指
標

を
踏
ま
え
、
「自
己
表
現
力
」や
「課
題
探
究
力
」
の
伸
長
を
企
図
し
た
教
育
活
動
の
成
果
を
把
握
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

●
一
方
で
、
継
続
し
た
学
び
に
つ
い
て
問
う
（５
）や
、
他
者
理
解
に
つ
い
て
問
う
（１
３
）に
つ
い
て
は
、
強
肯
定
が
対
府
比
で
は
上
回
っ
て
い
る
も
の
の
、
令
和
５

年
度
の
本
町
と
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
（５
）が

1.
1
ポ
イ
ン
ト
、
（１
３
）が

0.
9
ポ
イ
ン
ト
下
回
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
設
問
は
全
て
の
学
習
活
動
の
基
盤
で
あ
る
こ

と
に
加
え
、
「み
づ
ま
ろ
キ
ッ
ズ
プ
ラ
ン
」が
目
指
す
子
ど
も
像
で
あ
る
「違
い
を
理
解
し
自
他
を
尊
重
す
る
子
ど
も
」の
実
現
に
も
深
く
関
わ
る
内
容
で
あ
る
。
引

き
続
き
児
童
の
実
態
を
丁
寧
に
見
取
り
、
取
組
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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